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会 議 録 
 

１ 会議名 

  令和 7年度第 6回上越市地域公共交通活性化協議会 

  

２ 議題 

協議事項 

議案第 1号 第 2次上越市総合公共交通計画（後期再編計画）の評価等結果について 

議案第 2号 令和 7年度地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について 

議案第 3号 清里区市営バスの廃止と互助による輸送の取組について 

議案第 4号 労災病院閉院に伴うバス路線の見直しについて 

議案第 5号 令和 8年 4月に行うバス路線の再編について 

  報告事項 

報告第 1号 令和 7年度（令和 6年 10月～令和 7年 9月）の路線バス等の利用状況 

について 

報告第 2号 令和 7年度利用促進事業の進捗報告 

 

３ 開催日時 

  令和 7年 12月 25日（木） 午後 1時 30分から 2時 28分まで 

 

４ 開催場所 

  上越文化会館 4階 大会議室 

 

５ 傍聴人の数 

  なし 

 

６ 非公開の理由 

  なし 

 

７ 出席した人 

  委 員：石井委員、藤代委員、桑原委員、藤山委員、山田委員（田村委員代理）、 

牧野委員（本間委員代理）、中村委員、岡田委員（高瀬委員代理）、 

羽賀委員（田口委員代理）、小林委員、湊委員（小池委員代理）、上原委員、 

佐藤委員、竹内委員、玉井委員、佐藤委員、長谷川委員、増川委員、 

飯田委員、藤澤委員 

  事務局：加藤課長、勝山副課長、藤井係長、黒田主任、野沢主任、丸山主事（交通政策課） 
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８ 内容 

１ 開会 

（事務局） （開会のあいさつ） 

  

２ 会長あいさつ 

（石井会長） 

 

委員の皆様におかれましては、年末のご多用のところご出席いただ

き、誠にありがとうございます。 

12 月も下旬に入り、市街地でも小雪が舞う日が増えてまいりまし

た。気象庁の予報では、今年の冬は全国的に平年並みの気温となる見

込みでありますが、日本海側での雪や雨は平年並みかやや多いとのこ

とであります。 

交通事業者の皆様におかれましては、雪や路面凍結による運行への

影響を最小限に抑え、利用者が安心して公共交通を利用できるよう、

ご尽力をいただいておりますことに、この場を借りて厚く御礼申し上

げます。 

引き続き、遅延や運休が発生した際には、迅速かつ正確な情報提供

を徹底いただき、利用者の皆様に不安を与えることのないよう、確実

な対応をお願いいたします。 

さて、本日の協議会では、協議事項が 5 件、報告事項が 2 件提案さ

れております。協議事項としては、清里区に導入する住民組織の互助

による輸送や労災病院の閉院に伴うバス路線の見直しが議題として挙

げられています。より利便性の高い公共交通となるよう、委員の皆様

におかれましては、忌憚のないご意見を寄せていただければと考えて

おります。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

  

（事務局） ありがとうございました。 

続きまして、会議の成立についてでございます。 

本日、お手元に配布させていただきました委員名簿をご覧ください。 

委員数 24 名に対しまして、出席委員数は、議決権のある代理出席の

方を含めまして、20名です。よって、会則第 8条第 2項に規定する委員

の半数を超えておりますので、本会議は成立しておりますことをご報告

いたします。 

  

（石井会長） しばらくの間、議長を務めさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

初めに、協議事項についてです。 

  

３ 協議事項  

（石井会長） 次第の「３ 協議事項」、議案第1号 「第2次上越市総合公共交通計

画（後期再編計画）の評価等結果について」、事務局から説明をお願い

します。 



- 3 - 

  

（事務局） （会議資料に基づき、議案第 1号を説明） 

  

（石井会長） ありがとうございました。 

それでは、今ほど説明のありました議案第 1 号について、ご意見、ご

質問等がございましたら、挙手をお願いいたします。 

  

 （発言なし） 

  

（石井会長） 特にないようですので、議案第1号については、了承することとして

よろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第 1 号は原案のとおり承認

されました。 

  

（石井会長） 続きまして、議案第 2 号 「令和 7 年度地域公共交通確保維持改善事

業の事業評価について」、事務局から説明をお願いします。 

  

（事務局） （会議資料に基づき、議案第2号を説明） 

  

（石井会長） それでは、今ほど説明のありました議案第2号について、ご意見、ご質

問等がございましたら、挙手をお願いします。 

  

 （発言なし） 

  

（石井会長） 特にないようですので、議案第2号については、了承することとして

よろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第2号は原案のとおり承認

されました。 

  

（石井会長） 続きまして、議案第 3 号 「清里区市営バスの廃止と互助による輸送

の取組について」、事務局から説明をお願いします。 

  

（事務局） （会議資料に基づき、議案第3号を説明） 
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（石井会長） それでは、今ほど説明のありました議案第3号について、ご意見、ご質

問等がございましたら、挙手をお願いします。 

  

 （発言なし） 

  

（石井会長） 特にないようですので、議案第3号については了承することとしてよ

ろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第3号は原案のとおり承認

されました。 

  

（石井会長） 続きまして、議案第4号 「労災病院閉院に伴うバス路線の見直しに

ついて」、事務局から説明をお願いします。 

  

（事務局） （会議資料に基づき、議案第4号を説明） 

  

（石井会長） 今ほどの説明について、頸城自動車の田村委員代理から補足の説明を

お願いしたいと思います。田村委員代理、お願いいたします。 

  

(田村委員代理) 頸城自動車の田村と申します。日頃より、バス事業にご理解をいただ

きましてありがとうございます。 

昨年 8 月の第 3 回の協議会では、運転手不足に伴う減便等について協

議いただきましたが、今回は、事務局から説明のとおり、来年 3 月に労

災病院の閉院を予定していることに伴う路線の見直しを提案させていた

だきました。労災病院以外にもその周辺の停留所をご利用の方もいらっ

しゃいますので、できるだけ現在の路線を維持しながら、起終点の変更

や上越総合病院に乗り入れる等の見直しをさせていただく案でございま

す。よろしくお願いいたします。 

  

（石井会長） それでは、今ほど説明のありました議案第4号について、ご意見、ご

質問等がございましたら、挙手をお願いします。 

  

（藤代委員） 議案書の 17ページには、実施予定日は令和 8年 3月中旬頃で、新潟

労災病院の最終診療日を参考に設定と記載があり、また資料の 5ページ

には、令和 8年 4月からの再編とありますが、最終診療日の 3月中旬か

ら 3月末までは、再編しないという意味なのでしょうか。 

  

（事務局） 記載不足で申し訳ございませんが、4 月 1 日までに行う再編の内容で
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す。再編実施日は現時点では確定しておりませんが、再編自体は、3 月

中旬頃に実施する予定であるとご理解ください。 

  

（藤代委員） 再編案のような経路となるのは、4月 1日以降ということでよいか。 

  

（事務局）  3月中旬頃とご理解いただきたい。 

  

（石井会長） 議案第4号については了承することとしてよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第4号は原案のとおり承認

されました。 

  

（石井会長） 続きまして、議案第5号「令和8年4月に行うバス路線の再編につい

て」、事務局から説明をお願いします。 

  

（事務局） （会議資料に基づき、議案第5号を説明） 

  

（石井会長） それでは、今ほど説明のありました議案第5号について、ご意見、ご

質問等がございましたら、挙手をお願いします。 

  

 （発言なし） 

  

（石井会長） 特にないようですので、議案第5号については了承することとしてよ

ろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

（石井会長） ご異議ないものと認めます。よって、議案第5号は原案のとおり承認

されました。 

  

４ 報告事項  

（石井会長） 次第の「４ 報告事項」に移ります。報告第1号 「令和7年度(令和6

年10月～令和7年9月)の路線バス等の利用状況について」、事務局から

説明をお願いします。 

  

（事務局） （会議資料に基づき、報告第1号を説明） 

  

（石井会長） ありがとうございました。 
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それでは、今ほど説明のありました報告第1号について、ご意見、ご

質問等がございましたら、挙手をお願いいたします。 

  

 （発言なし） 

  

（石井会長） 続きまして、報告第2号「令和7年度利用促進事業の進捗報告」につい

て、事務局から説明をお願いします。 

  

（事務局） （会議資料に基づき、報告第2号を説明） 

  

（石井会長） ありがとうございました。 

それでは、今ほど説明のありました報告第2号について、ご意見、ご

質問等がございましたら、挙手をお願いいたします。 

  

（佐藤委員） 議案書 24 ページ「⑨上越市内公共交通総合時刻表の配布」につい

て、バス待合処には設置されていないと思うんですが、設置する予定は

ありますでしょうか。 

  

（事務局） 各区の総合事務所などのバス待合処としている公共施設では、すでに

総合時刻表を設置しています。民間施設については、設置を検討し、協

力をお願いしていきたいと考えています。 

  

（石井会長） 以上をもちまして、予定した議題の審議を終了いたします。 

この他にも、委員の皆様から、何かご発言等ありますでしょうか。 

  

  （発言なし） 

  

（石井会長） なお、本日「意見シート」をお配りしておりますので、議案の内容等

で何かお気付きの点がございましたら、「意見シート」などを活用いた

だき、事務局へご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

それでは、すべての審議が終了しましたので、議長の任を解かせてい

ただきます。慎重審議にご協力いただき、ありがとうございました。 

  

５ その他  

（事務局） 

 

ありがとうございました。 

続きまして、次第「５ その他」に移ります。 

事務局から 2点ご連絡があります。 

まず 1点目は、次回の協議会の日程についてです。 

次回の協議会は、2 月上旬頃に開催したいと考えております。詳しい

内容は書面にて、ご連絡させていただきますので、よろしくお願いいた
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します。 

続いて 2 点目です。活性化協議会の市民委員の公募についてお知らせ

いたします。 

本協議会の委員の任期が令和 8 年 3 月 31 日をもって満了することに

伴い、令和 8年 4月 1 日からの 2年間を任期とする 3名の市民委員を公

募する予定です。対象者は、公共交通に関心のある 18 歳以上の市民の

方です。 

募集期間は本日から令和 8 年 1 月 26 日までとなります。広報上越 1

月号（12 月 25 日発行）や市ホームページ（掲載期間 12 月 23 日～1 月

26 日）などでも告知しておりますので、公共交通に関心のある方をご

存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご周知いただけますと幸いで

す。 

なお、本協議会の委員は再任可能ですので、現在の市民委員である皆

様におかれましても、応募をご検討いただければと思います。 

  

６ 閉会  

（事務局） （閉会のあいさつ） 

                            以上 

 


